観　 第　３７９　号
令和 ８年 １月 ９日
島根県知事登録旅行サービス手配業者　様

島根県商工労働部観光振興課長
（公　印　省　略）
令和７年度旅行業法遵守状況等に関する点検について（照会）

　日頃より本県の観光振興に御協力いただきありがとうございます。

　さて、平成３０年１月より登録開始となりました旅行サービス手配業において、旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第７０条第１項の規定により、島根県知事登録旅行サービス手配業における旅行業法の書面交付義務の遵守状況等について自己点検調査を行います。
　ついては、ご多忙中とは存じますが、別添実施要領により営業所ごとに自己点検を実施し、当課へ回答してください。
　

記

１　提出書類
・令和７年度　旅行業法遵守状況自己点検表（別紙１）
・添付書類

· 直近で手配した貸切バスの運送引受書及び運送申込書の写し（該当がある場合のみ）
２　提出期限　　令和８年２月６日（金）

３　提 出 　　　下記担当者宛てにメール、Fax、郵送いずれかの方法にて提出すること
※営業所が複数ある旅行業者においては、別紙の自己点検表をコピーの上、各営業所に配布し、回答をとりまとめ提出すること。
４　添付書類

・自己点検実施要領
・令和７年度　旅行業法遵守状況自己点検表（別紙１）


島根県商工労働部観光振興課　観光企画係　石原


〒６９０－８５０１　島根県松江市殿町１番地


電　話：０８５２－２２－５２９２


Fax   ：０８５２－２２－５５８０


Mail　：kankou@pref.shimane.lg.jp








